
　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
27

年
度
奨
学
生
を
次
の
要
領
で
募
集

し
ま
す
。

○
奨
学
生
の
種
類

［
高
等
学
校
］

・
採
用
人
数
＝
若
干
名

・
貸
与
月
額
＝
２
万
円

［
大
学
な
ど
］

・
採
用
人
数
＝
若
干
名

・
貸
与
月
額
＝
４
万
円

○
応
募
資
格

　

町
内
に
保
護
者
が
居
住
し
、
平

成
27
年
４
月
に
高
等
学
校
・
大
学

な
ど
に
入
学
ま
た
は
在
学
中
の
生

徒※
奨
学
資
金
は
、
他
の
制
度
と
二

重
に
借
り
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

○
提
出
書
類

・
奨
学
金
貸
与
申
請
書

・
奨
学
生
推
薦
調
書

・
連
帯
保
証
人
の
所
得
証
明
書

・
納
税
証
明
書

○
提
出
期
限

　

平
成
27
年
１
月
30
日
（
金
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
教
育
総
務
課

　

☎
（
88
）
５
６
７
９
［
直
通
］

　

調
理
師
の
資
質
向
上
を
目
的
と

す
る
研
修
事
業
な
ど
を
円
滑
に
実

施
で
き
る
よ
う
、
調
理
師
法
に
基

づ
き
、
２
年
に
一
度
「
調
理
師
業

務
従
事
者
届
」
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

○
届
出
の
必
要
な
人

　

調
理
師
免
許
を
持
っ
て
い
る
人

で
、
平
成
26
年
12
月
31
日
現
在

で
、
県
内
の
寄
宿
舎
や
、
学
校
、

病
院
、
社
会
福
祉
施
設
、
飲
食
店

そ
の
他
多
人
数
に
飲
食
物
を
提
供

す
る
施
設
な
ど
で
調
理
業
務
に
従

事
し
て
い
る
人

○
提
出
期
限

　

平
成
27
年
１
月
15
日
（
木
）

※
様
式
は
、
県
庁
健
康
増
進
課
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

○
提
出
先

　

鹿
児
島
市
を
除
く
県
内
市
町
村

で
調
理
業
務
に
従
事
す
る
人
は
、

就
業
地
を
管
轄
す
る
県
の
保
健
所

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
健
康
増
進
課

　

☎
０
９
９
（
２
８
６
）
２
７
１
７

　

出
水
保
健
所

　

☎
（
62
）
１
６
３
６

　

海
上
保
安
庁
で
は
、
毎
年
１
月

18
日
を
「
１
１
８
番
の
日
」
に
制

定
し
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
場

合
に
は
、局
番
な
し
の
「
１
１
８
」

番
に
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

・
海
難
事
故
に
遭
遇
、
ま
た
は
目  

撃
し
た

・
油
の
排
出
な
ど
を
発
見
し
た

・
不
審
な
船
を
発
見
し
た

・
密
航
、
密
輸
事
犯
な
ど
の
情
報

を
得
た　

な
ど

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

串
木
野
海
上
保
安
部
管
理
課

　

☎
０
９
９
６
（
32
）
２
２
０
５

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
育
に
は
飼
育

届
け
の
提
出
を

　

ミ
ツ
バ
チ
群
の
配
置
を
適
正
に

す
る
こ
と
で
、
ミ
ツ
バ
チ
に
よ
る

蜂
蜜
の
増
産
を
図
る
と
と
も
に
、

農
作
物
の
花
粉
交
配
の
効
率
化
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
養
蜂
振
興
法

が
改
正
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
ミ

ツ
バ
チ
を
飼
育
し
て
い
る
人
は
、

毎
年
１
月
末
ま
で
に
飼
育
届
け
の

提
出
が
必
要
で
す
。
す
で
に
提
出

し
て
い
る
人
で
、
来
年
も
引
き
続

き
飼
育
す
る
予
定
の
人
は
、
改
め

て
提
出
が
必
要
で
す
。

○
提
出
期
限

　

平
成
27
年
１
月
30
日
（
金
）

◎
提
出
先
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

　

北
薩
地
域
振
興
局
農
政
普
及
課

　

☎
０
９
９
６
（
25
）
５
５
３
１

財
産
相
続
の
税
制
改
正

　

平
成
27
年
１
月
１
日
以
降
に
相

続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
所
得
す
る

財
産
に
か
か
わ
る
相
続
税
が
改
正

さ
れ
ま
す
。
故
人
か
ら
、
各
相
続

人
が
相
続
や
遺
贈
な
ど
で
過
去
３

年
以
内
に
取
得
し
た
合
計
額
が
、

次
に
示
す
算
出
額
の
と
お
り
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す
。

○
改
正
前

　

５
千
万
円
＋
（
１
千
万
円
×
法

定
相
続
人
数
）

○
改
正
後

　

３
千
万
円
＋
（
６
０
０
万
円
×

法
定
相
続
人
数
）

　

申
告
お
よ
び
納
期
限
は
、
被
相

続
人
が
死
亡
し
た
日
の
翌
日
か
ら

10
カ
月
以
内
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

出
水
税
務
署

　

☎
（
62
）
０
２
０
０

海
の
「
も
し
も
」
は
１
１
８
番

調
理
師
の
皆
さ
ん
へ

平
成
27
年
度
長
島
町
奨
学
生
を

募
集
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